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１．はじめに 
これからの時代の都市が重視すべき観点の一つとして，

国土交通省は「新たなステージに向けた緑とオープンスペ

ース政策の展開について」１）の中で，民の緑を含めた官民

全体の緑の連携を提示し，緑とオープンスペースの総合的

なストック効果を高める必要性を掲げている。これは少子

高齢化による社会保障費の増大が，特に地価の高い都市部

における公的資金での新たな公園緑地整備を著しく困難に

していることが背景の一つにある。古澤ら２）によれば，東

京都において2000年度から2016年度の間に総合設計制度

等で創出された民間緑地面積は約350haにのぼるとされて

おり，民間緑地の重要性はますます高まっている。 

民間緑地が設置される背景には，「緑化制度」がある。こ

れは一定の要件の建築行為や開発行為に対して必要となる

緑化の内容を行政が条例等の形で提示し要求する制度であ

り，民間敷地の緑の物理的な量と形態を誘導するため，現

実の都市部の緑地の一定部分を形づくり，都市環境の改善

に大きな役割を果たしている。しかし古澤ら２）は，そうし

た公的関与とは別に，ESG 投資に取り組む投資家の出資行

動を通じて民間による緑地確保の道が開かれつつあること

を示し，そして従来まで一定の公共関与が必要とされてき

た都市部の緑地の確保において，投資家の出資行動が与え

る効果は都市政策上も 大限の活用を図るべきであると指

摘している。 

さらに古澤ら２）は，投資家は投資先を絞り込むための指

標として第三者認証を活用しており，企業側もそうした投

資家を呼び込むために認証獲得を目指すという構造があり，

その結果として，第三者認証のニーズが高まっていると述

べている。第三者認証について入江３）は，定量的に経済計

算し検証する困難な作業を自ら行うことなく，関心さえあ

れば投資対象の特性を簡単に理解できる意義を持つとして

おり，投資家と企業活動をつなぐ効果は高い。そして近年

では民間緑地に関する第三者認証が様々に開発されている。  
こうした状況を背景に古澤ら２）は，今まで都市の緑地は

市場を通じた確保が困難な性格を有するがゆえに，緑化制

度のような行政の公共関与が必要とされてきた中で，今後

は投資の呼び込みという経営的判断が緑地を確保すること

の動機付けとなる可能性を示し，さらには公共関与と第三

者認証が相補的に展開することが期待されると述べている。 
民間緑地に関する第三者認証に関する既往研究としては，

山田４），北脇ら５），海老原ら６），がある。山田４）は生態系

サービスを指標の一部に取り入れている国内外の複数の土

地利用評価システムに着目し比較することで，これらは「都

市生態系の潜在力」と「都市の課題解決能力」を評価する

ものであり，かつ関係者の合意形成に役立てるコミュニケ

ーションツールであると示している。北脇ら５）は，「社会・

環境貢献緑地評価システム」（通称：SEGES），「いきもの共

生事業所®認証」（通称：ABINC），「生態系に配慮した緑化評

価ツール」（通称：TEAMS），「ハビタット評価認証制度」（通

称：JHEP），の4つの評価・認証システムを，KJ 法を用い

て比較した結果，生物多様性に関する項目とそれ以外に関

する項目に分類され，前者の中にもハード面に関する視点

とソフト面に関する視点が存在し，その重きの置き方によ

ってそれぞれのシステムの特徴が表現されることを明らか

にしている。さらに海老原ら６）はSEGES，ABINC，JHEPの 3

つのシステムを生物多様性保全の観点から考察しており，

その結果，SEGESは人や社会に緑地が与える影響の大小に，

ABINCは緑地を利用した活動に，JHEPは保全目標種にとっ

て望ましい環境の形成方法に，それぞれ高い配点を与えた

結果として認証を与えている，というそれぞれの特徴を明
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らかにしている。 

 これら既往研究では，評価認証制度の持つコミュニケー

ションツールとしての意義と同時に，都市生態系や生物多

様性の維持保全管理の視点の扱い方，さらには評価におい

て重要視する内容には評価認証制度により差があることが

示されているが，それ以外の視点から比較研究したものは

ない。また古澤ら２）の指摘した都市緑地に対する行政によ

る公共関与と評価認証制度との相補的な関係を論じる研究

はまだない。 

民間緑地についての公共関与の施策に関する既往研究と

して植田ら７）の研究がある。全国の緑化条例の規定内容を

調べた結果として，緑化条例は一定の行為に対して満たす

べき緑化率を規定するという単純な枠組みではなく，①緑

化誘導対象規模，②緑化誘導対象分類，③緑化率算出，④

緑化量算出，⑤緑化配置誘導，⑥建築物上緑化誘導，⑦補

足的緑化誘導，の 7つの規定から構成された体系をもつこ

とを明らかにしている。さらに植田ら８）は東京 23 区の緑

化条例の調査から，自治体としての独自の課題認識の解決

に向けてこれら７つの規定内容を様々に工夫することによ

り緑化条例を運用していることを示している。そしてその

傾向を考察した結果として，新しい緑化資材や緑化空間の

開発，緑のネットワークの形成，緑の活用への取り組み，

良好な維持管理運営の体制，などの実現に向けて更なる誘

導を加えていく余地があることを見出しており，緑化条例

の仕組みには一般に広く認知されている緑の量の誘導のみ

ならず，より多面的な視点からの緑の誘導を可能にする仕

組みが内包されていることを明らかにしている。 
こうした背景により本研究は，多面的な緑の誘導の可能

性を持つとされる緑化条例と評価認証制度を比較考察する

ことで，その相補関係を考察することを目的とする。なお

これらの既往研究では，第三者認証，土地利用評価システ

ム，緑地評価制度，評価・認証システム，などの用語が用

いられているが，全て同義内容と判断し，本論では評価認

証制度と表現して議論を進めることとする。 
 

２．研究方法 
緑化条例と評価認証制度の相補関係を考察するには，そ

れぞれの規定内容を比較することが必要である。しかし評

価認証制度には複数のものがある。既往研究５）６）によれば，

JHEPとTEAMSの二つは生物多様性に関する緑地のハード面

の内容を中心とした評価項目により構成されているものの

それ以外の視点からの評価項目は少ない一方で，SEGES と

ABINC の二つは，人や社会と緑地との関係性の大小や緑地

を利用した活動といった視点からの評価項目が多いことに

特徴があることが示されている。一方で緑化条例のような

公共関与施策の目的は，生物多様性の視点からのみではな

く，より多面的な機能を発揮するための都市緑地の確保を

目指した誘導であることを踏まえ，相補関係を見るには

SEGESとABINCの評価項目と比較するのが適切と判断した。 

さらに，条例は必ず満足しなければならない規定項目を

示しているのに対し，評価認証制度の審査内容は民間事業

者の取り組み姿勢に対する評価の加点の積み上げであると

いう違いも重要であった。民間事業者のどのような取り組

みが評価された結果が認証取得につながったのかを把握で

きないと，条例と評価認証制度の相補関係を考察すること

ができない。さらに評価認証制度は，審査内容の詳細と結

果は公表していないことも大きな課題であった。 
そのためは，緑化条例と同時にこの二つの認証をともに

取得したプロジェクトの認証取得申請資料を入手し，評価

された取り組みの内容を分析する必要がある。各認証の取

得施設の情報をそれぞれのホームページ９）10）で確認した結

果，SEGES と ABINC の認証を取得したプロジェクトは一つ

しかなく，かつ都の緑化条例の対象であることから，この

事例の認証取得申請資料を用いて研究することとした。   

研究に用いたのは東京都心部の民間再開発事業「大手町

ホトリア（大手町1-1計画）」（2017年1月竣工）である。

申請時期はそれぞれ，SEGESは2014年2月，ABINCは2013

年12月である。それぞれの評価認証の仕組みを把握したの

ちに，それぞれの申請に用いた自主評価シートや自己チェ

ックシートを利用してその評価内容を分析したうえで，緑

化条例の規定と比較するために項目を整理し，それらの相

補関係について考察することとした。 

 

３．「大手町ホトリア」の認証取得における評価の実際 

 研究対象とした「大手町ホトリア」は，東京都千代田区

大手町1－1に所在する大規模都市再開発（写真１）であり，

敷地内に約3,000㎡の一体的な緑地を確保し，皇居の緑と

の連続性やいきものネットワーク形成に配慮した植栽計画，

生物の生息を想定した水景や環境活動の実施のための各種

施設が計画されており，2014年にSEGES（つくる緑）とABINC

（都市・SC版）を認証取得している。それぞれの概要と申

請内容の実際を整理した結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-１．SEGES認証と評価の実際 

 社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES）11）は，公益

社団法人都市緑化機構により運用されている。企業緑地の

保全と環境コミュニケーションから生まれる社会・環境機

写真１ 大手町ホトリアの緑地の状況 



 

能の価値を総合的かつ客観的に評価することと，継続的な

緑地マネジメントを評価する認証制度である。評価結果の

公表や評価のランク付けはない。申請者は自己チェックシ

ートにより自己の緑地を評価して申請し，紙面審査の上，

審査員による現地審査が行われる。300 ㎡以上の企業所有

のあらゆる緑地（工場，オフィスビル，研究所，社有林な

ど）を評価対象とした「そだてる緑」と，面積要件はなく

企業所有の緑地を評価対象とした「都市のオアシス」，さら

には3000㎡以上の開発，建築に伴う緑地計画を評価対象と

した「つくる緑」，の3シリーズから構成されている。一定

要件の開発に伴う緑化を誘導する緑化条例と対象を同じく

するのは「つくる緑」であり，「大手町ホトリア」はこの「つ

くる緑」を取得している。 

 評価項目と得点配分は自己チェックシートで確認した。

評価項目は全体で44項目あり，必須項目と加点項目がある。

それぞれが必須項目もしくは加点項目に分類され，必須項

目は実施が不可欠な内容を示し，加点項目は申請者の取り

組み内容の程度に応じて0から3点まで加点する。そして

合計点で認証が判断される仕組みである。 

「第1原理：土地と地域の潜在的価値の尊重」は13項目か

ら構成されている。申請対象の土地のみならず周辺地域の

潜在的価値の把握，保全と利用やコンプライアンスを要求

している。加点項目は9項目27点満点である。 

「第2原理：緑地マネジメント」は11項目から構成されて

いる。緑地を整備するフェーズと管理するフェーズのそれ

ぞれにおける実行体制の確立や，緑地に関するステークホ

ルダーとの関係性の構築を要求している。加点項目は6項

目18点満点である。 

「第3原理：緑地機能の発揮」で20項目から構成されてい

る。緑地の存在機能，連繋機能，利用機能の発揮に向けた

工夫を要求している。加点項目は19項目57点満点である。 

加点得点について，第 1 原理と第 2 原理はそれぞれ

26.5％と17.6％にとどまるのに対し，第3原理は55.9％を

占めるという特徴があった。 

さらに実際に申請者のどのような取り組みが認証取得に

つながったのかについて，認証申請資料（2014年2月）の自

己チェックシートによる加点得点率＝獲得加点数/満点加

点数によって検証した。なお自己チェックシートは申請前

の自己チェックの結果であり加点数は想定によるため振れ

幅があること，審査の結果確定した 終加点数は公開され

ておらず不明である。 

「第1原理：土地と地域の潜在的価値の尊重」の得点率は

55.6～85.2％，「第2原理：緑地マネジメント」の得点率は

50.0～77.8％，「第3原理：緑地機能の発揮」の得点率は49.1

～75.4％であった。 

得点率の順に項目をみると，第1原理が も高く，第2原

理と第3原理がほぼ同程度となる。第1原理の加点項目は，

敷地の自然性や歴史・文化性に関して，構想段階では自主

的な調査を実施しているか否か，計画段階ではそれらを活

かしたコンセプトを設定しているか否か，必要な法規（条

例等）をどの程度上回る積極性を有しているか否か，など

を要求しているため，事業計画と設計段階の積極性の有無

により加点が左右されやすい特徴が得点率に反映されてい

ると考えられる。一方，第2原理で得点率が低かった理由と

しては，緑地管理の費用の適正な反映の方法や，発生材の

有効活用，といった供用後の運営管理段階での取り組み方

針の程度が加点を左右すること，第3原理で得点率が低かっ

た理由としては，地下構造物が大きく存在する建築中心の

再開発事業では緑地だけで雨水の流出抑制を満たすことが

できず，水循環機能に関する項目で加点ができないこと，

が理由と考えられる。表１に審査における評価項目と加点

の実際を示す。また，各原理の全体に占める割合と得点率

をグラフで表現したものを図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ SEGESの評価項目と自己評価の結果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-２．ABINC認証と評価の実際 

いきもの共生事業所®認証（ABINC）12）は，一般社団法人

いきもの共生事業推進協議会により運用されており，企業

活動の中でいきものと人が共生できる仕組みを創造し，科

学的・技術的に検証し，事業化を推進することを目的とし

ている認証制度である。評価結果の公表や評価のランク付

けはない。申請にはいきもの共生事業所®推進講習会に参加

する必要があり，これにより必要な基礎知識を得たうえで

申請担当者となる仕組みがある。認証取得に必要な内容は

JBIB（一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ）が

作成した「土地利用通信簿®」によることとされ，工場版，

集合住宅版，都市・SC版，戸建住宅版，物流版，そして街

区レベルの評価のADVANCEの6タイプがある。緑化条例と

対象を同じくするのはADVANCEを除く5タイプであり，「大

手町ホトリア」では「都市・SC版」を取得している。 

評価項目と得点配分は土地利用通信簿®（都市・SC 版）

評価入力シートで確認した。評価項目は全体で18項目あり，

それぞれの取り組み内容の程度に応じて段階別に得点量が

規定され，その合計点で認証が判断される仕組みである。 

「第1章：生物多様性に貢献する環境づくり」は8項目か

ら構成されている。民間緑地の規模や緑の量，植栽基盤や

植栽の内容，生きものの生息場所や移動経路に対する配慮

などを要求しており，64点満点である。 

「第2章：生物多様性に配慮した維持管理」は5項目から

構成されている。維持管理段階における様々な配慮やモニ

タリングの活用を要求しており，20点満点である。 

「第3章：コミュニケーション活動」は4項目から構成さ

れている。地域との連繋や環境教育など多様なステークホ

ルダーとの関係性構築を要求しており，20点満点である。 

「第4章：その他の取り組み（ボーナスポイント）」では以

上の3章では評価対象とならない環境に配慮した特筆すべ

き取り組みを拾い上げる仕組みであり，5点満点である。 

要求得点について，第1章の内容が58.7％を，第2章と

第3章に示される緑地の維持管理や緑地を用いたコミュニ

ケーション活動に関する内容が残りの約 40％を占めてい

るという特徴があった。 

さらに実際に申請者のどのような取り組みが認証取得に

つながったのかについて，認証申請資料（2013年9月）の

JBIB土地利用通信簿®（都市・SC版）における獲得得点率

＝獲得点数/満点数によって検証した。なおJBIB土地利用

通信簿®は申請前の自己チェックの結果であり得点数は想

定であること，審査の結果確定した 終点数は公開されて

おらず不明である。 

「第1章：生物多様性に貢献する環境づくり」の得点率

は87.3％，「第2章：生物多様性に配慮した維持管理」の

得点率は80.0％，「第3章：コミュニケーション活動」の

得点率は90.0％，「第4章：その他の取り組み（ボーナス

ポイント）」の得点率は100％であった。 

満点を獲得した項目を見ると，第1章は「まとまりのあ

る緑地づくり」，「周辺環境との調和」，「動物の生息場所や

移動経路に対する配慮」，第2章は「指標生物のモニタリン

グ」，「外来生物に対する対策」，第3章は「地域および専門

家との連繋」，「事業者における人材の育成と配置」，「従業

員の参画」であった。これら8項目の特徴としては，事業

計画や設計段階，さらには供用後の運営や管理段階での取

り組みを実施する意欲の有無により獲得できることである。

第3章：コミュニケーション活動で何も取り組みをする意

思がない場合は20点が減じられてしまう。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ ABINCの評価項目と自己評価の結果 

図１ SEGESの原理別の自己評価得点率 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また第4章のボーナスポイントでは「地域生態系保全に

関する恒久的な整備と環境活動」として「大手濠の水質浄

化システムの整備と運用」を充てることで満点を獲得して

いた。このような環境志向の事業者の取組みを広い視点か

ら評価に加えようとしている点はABINCの特徴といえる。 

総合計の得点率の7割程度を下回り，認証取得における

得点源になりにくかった項目をみると，第1章は「地域に

根ざした植生」，第2章は「使用する化学物質の種類・量の

適切な管理」，「物質循環への配慮（発生材の有効利用）」で

ある。これら3項目は，プロジェクトの建設やその後の維

持管理において取り組む意思があったとしても，材料（地

域性種苗，間伐材）や担い手（化学薬品を使わない維持管

理や廃棄物の利活用の実践）を確実に担保できるかが申請

時に明確にできない項目であった。表２に審査における評

価項目と得点の実際を示す。また各章の全体に占める割合

と得点率をグラフで表現したものを図２に示す。 

 

３-３．民間事業者から見た評価項目の分析と分類 

 SEGES は緑地の価値を総合的に評価しており，緑地マネ

ジメントやコミュニケーションの有無，緑の連携機能，利

用機能を評価の対象としている。一方でABINCは生物多様

性の視点をベースにしつつも,それを担保する維持管理の

仕組みやコミュニケーション活動を評価の対象としている。

その結果として，二つは似た評価項目の構成となっていた。

しかし実際に認証取得につなげることが可能になった申請

者の取り組みについて評価項目を分析することにより，以

下が確認できた。 

 二つの評価認証制度の認証取得の項目は，A)法令や条例

その他の規定を遵守して事業を遂行すれば獲得できる項目

と，B-1)事業計画や設計段階での取り組みにより獲得でき

る項目，B-2)供用後の運営や管理段階での取り組みにより

獲得できる項目，の3つが存在した。 

A)はSEGESでは第1原理の第3原則「緑地に関するコン

プライアンス」が対応する。ABINCでは対応はない。 

B-1)はSEGESでは第1原理「土地と地域の潜在的価値の

尊重」，第2原理の第4原則「緑地整備マネジメントシステ

ムの確立」，第3原理「緑地機能の発揮」が，ABINCでは第

1章「生物多様性に貢献する環境づくり」が対応する。 

B-2)はSEGESでは第2原理の第5原則「緑地マネジメン

トシステムの確立」と第6原則「緑地に関するコミュニケ

ーションの実施」が，ABINC では第2章「生物多様性に配

慮した維持管理」，第3章「コミュニケーション活動」が対

応する。緑化条例等の公共関与施策を満足すればA)は当然

の獲得できるが，さらにそれ以上の取り組みを行えばB-1)

と B-2)の項目も獲得することで認証取得につながるとい

う仕組みが構築されている。これらが得点率と連動してお

り，B-2)は得点率が低い結果となった。その理由としては，

B-1）とB-2）には，申請主体の取り組み姿勢を明確化する

だけでは不十分であり，市場での必要資材の調達や担い手

の確保を担保できないと獲得できない項目があることによ

る。これら評価認証制度の項目分類を整理したものが表 3

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上により評価認証制度は，緑化条例のような公共関与

施策を上回る，すなわち緑化率や緑化面積量のみの確保で

はなく，それを上回るような計画策定や維持管理運営にお

ける多様な取り組みを民間事業者に求めているという基本

的な相補関係が確認できた。その一方で求める多様な取り

組みには幅があり，それは事業者の取り組みがどこまで担

保可能かによる差により生じていることも判明した。そこ

で評価認証制度が民間事業者に求める取り組みの内容につ

いてさらなる分析を加えることとした。 

 

４．都市緑地の価値から見た評価認証制度と条例の関係 

都市緑地の持つ機能について荒金ら13）は，存在価値を人

の利活用を前提としなくても一定の機能を発揮するもの，

利用価値を人の利活用を前提として機能を発揮するものと

定義し，そのうえで緑の多機能性の発揮による存在価値，

利用価値らの価値の 大化を図るために様々な施策を展開

していくことがこれからの社会に求められるとしている。 

評価認証制度でも同様に存在価値と利用価値の発揮の程

度を評価の項目としている。存在価値については，SEGES

では第１原理の第1原則と第2原則の「土地と地域の潜在

的価値の把握・保全と利用」，第2原理の「緑地マネジメン

ト」，第3原理の第7原則「存在機能の発揮」と第8原則「連

携機能の発揮」が，ABINC では第1章の「生物多様性に貢

表3 民間事業者の視点からみた評価認証制度の項目分類 

図２ ABINCの章別の自己評価得点率 



 

献する環境づくり」が対応し，利用価値については，SEGES

では第2原理の「緑地マネジメント」，第3原理の第9原則

「利用機能の発揮」が，ABINC では第2章の「生物多様性

に配慮した維持管理」，第3章の「コミュニケーション活動」

が対応している。 

一方でこうした都市緑地の価値には，ある事業単位の公

園や緑地ではなく，複数の緑地によって価値を発揮する，

例えば気象緩和や景観形成，地域生態系維持保全の効果な

どが含まれる。SEGES では第１原理の第2原則「土地と地

域の潜在的価値の保全と利用」が，ABINC では第1章の⑤

周辺環境との調和（生態系ネットワークの創出），⑥地域に

根ざした植生の創出，⑧動物の移動経路に対する配慮，が

これらを意図した評価項目と考えられる。 

これらを整理すると，都市緑地の存在価値（Exist：E）

と利用価値（Use：U）は，単独の緑地（Single：S）による

価値発揮の程度と他の緑地との複合（Multiple：M）による

価値発揮の程度，のマトリクスで表現されることになる。

本研究ではこの関係を，SMEU-Matrix と称し表4に示す。

評価認証制度はこの4つの象限の価値を評価の対象として

いることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

次に，表3の3つの項目分類と表4のSMEU-Matrixの関

係を見ていく。事業単位の緑地が発揮する価値（S-E，S-U）

の程度の評価には，A），B-1)，B-2)が対応している。 

一方で事業を超えた複数の緑地が発揮する価値（M-E，

M-U）の程度の評価は，B-1)事業計画や設計段階での取り組

みや B-2)供用後の運営や管理段階での取り組みにより獲

得できる項目が対応していた。複数の緑地が発揮する価値

の評価においては，その範囲の設定や前提条件の妥当性，

計算と評価方法などが社会的に共有されるレベルで定まっ

ていないという特徴がある。しかしSEGESやABINCでは，

緑地の整備に際して事業者が周囲の他の緑地をどの程度ま

で意識して取り組んでいるかを B-1)と B-2)の項目を用い

て確認することにより，事業単位を超えた複数の緑地が発

揮する価値の程度を評価する仕組みによって，対応してい

るからである。  

また緑地が発揮する存在価値（E）の程度は A），B-1)，

B-2)が対応している一方で，利用価値（U）の程度は整備後

の状態に左右されるため，すなわちB-2)供用後の運営や管

理段階での取り組みにより獲得できる項目で評価すること

が可能になる。これにより前章で見た得点率の低い項目は

B-2)，すなわち利用価値に関するものであることが理解さ

れる。それぞれの評価項目とSMEU-Matrixの関係を表５と

表６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に緑化条例の規定についても同様の分析を試みる。緑

化条例は一定規模の建設事業毎に適用されるものであり，

事業単位の緑地（S）が発揮する存在価値（E）の確保を目

的とした制度と表現することができる。また評価認証制度

に見られる B-1)と B-2)のような定性的な表現を取り扱う

表4  SMEU-Matrix 

表５  SEGESの評価項目とSMEU-Matrixの対応 

表６ ABINCの評価項目とSMEU-Matrixの対応 



 

ことは行政手続きではできないため，事業を超えた複数の

緑地が発揮する価値（M-E，M-U）を評価認証制度と同様に

扱うことができないという構造的な課題がある。一方で条

例は，緑の量の誘導という点から存在価値（E）の発揮を増

大させることを主たる目的としているが，植田ら８）が示す

通り，緑のネットワークの形成機能や緑の活用といった取

り組みへの多面的な誘導を加えていく余地が条例にあると

いう点で，利用価値（U）も目的に加えて取り扱うことも可

能である。よって緑化条例は，（S-E，S-U）の発揮を誘導す

る制度ということができる。 

以上により，SMEU-Matrix と評価認証項目および緑化条

例等との関係を表７に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．評価認証制度と緑化条例の相補関係 

前章で作成した表７により，評価認証制度と緑化条例の

相補関係を議論していくことが可能になった。事業単位の

緑地が発揮する価値（S-E，S-U）を担保することやその程

度を評価する部分は，評価認証制度と緑化条例がそれぞれ

に対応している。しかし事業を超えた複数の緑地が発揮す

る価値（M-E，M-U）については評価認証制度のみが対応し

ている。これにより，現状の都市緑地の評価認証制度と緑

化条例の相補関係は図3で表現できる。 

 

 

 

 

 

 

しかし一方で，前述の通り植田ら８）は，緑化条例が単に

緑化率を規定するだけのものではなく７つの規定から構成

されることを示し，さらにはその規定を様々に運用するこ

とによって，各自治体は「法律による画一性を回避」する

「自治体独自の反応」を制度化していると指摘している。

そして各自治体の課題意識は今後，緑のネットワークの形

成機能や緑の活用といった取り組み，維持管理運営の体制，

などより多面的な緑化の価値発揮に向けた誘導を加えてい

く可能性があることを明らかにしている。これは緑化条例

が事業を超えた複数の緑地との関係を踏まえた存在価値

（緑のネットワーク形成）や利用価値（緑の活用，緑の維

持管理運営）をより発揮するための誘導に展開する可能性

を内在させていると言い換えることができる。すなわち

SMEU-Matrix におけるM-E/M-U 象限への誘導対象の拡大で

ある。これを図4に示す。 

しかし条例がM-U/M-E象限を包含するには課題がある。

他の緑地の仕様が変化する，もしくは存在そのものが失わ

れる可能性があるため，他の緑地との複合的な効果発揮を

ある事業に対して条例で担保させることができないからで

ある。そこで考えられるのは，評価認証の取得を緑化条例

で規定することにより，M-U/M-E 象限までを誘導対象に組

み込むという手法である。認証取得を条例で規定すること

によって，事業を超えた複数の緑地が発揮する効果，すな

わちM-U/M-Eの効果の確保を，認証取得経由で担保すると

いうことになる。これを示したのが図5である。 

なお村上14）が示す通り，現状の評価認証制度は不動産評

価に使用されるものであるが，それはすなわち条例が制定

されていない自治体においても事業活動が存在すれば評価

認証制度を利用することが可能ということにもなる。評価

認証制度が条例を代替する，すなわち図6のように機能す

るという可能性も考えられよう。もちろんこの運用が現実

となるには評価認証制度が今以上に社会的認知と理解を増

すことが必要であるが，その流れが生じていることは第 1

章の既往研究に詳しい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．まとめ  
民間事業者の視点から評価認証制度と条例の内容を比較

した本研究により，以下の新たな知見を得ることができた。

一つめは，民間事業者は緑化条例のような公共関与施策に

規定される内容を満足するだけでは評価認証制度の認証取

得はできないという事実であった。そして二つめは，評価

認証制度の求める評価項目を，A)法令や条例その他の規定

を遵守して事業を遂行すれば獲得できる項目，B-1)事業計

画や設計段階での取り組みにより獲得できる項目，B-2)供

用後の運営や管理段階での取り組みにより獲得できる項目，

の3つに分類した結果，特にB-1)とB-2）の中に，事業を超

えた複数の緑地が発揮する価値や，緑地の利用価値の発揮

図3 評価認証制度と緑化条例の相補関係① 

表７  SMEU-Matrixと評価認証項目・緑化条例の関係 

図6 評価認証制度と緑化条例の相補関係④ 

図5 評価認証制度と緑化条例の相補関係③ 

図4 評価認証制度と緑化条例の相補関係② 



 

に対する配慮項目を加えていることが，民間事業者の申請

における緑地の確保に対する取り組み姿勢とその内容の担

保性の表現に大きく影響を与えていることであった。 

さらにその内容をSMEU-Matrixを利用して分析した結果，

緑化条例は対象とする単独の緑地の存在価値（S-E）や利用

価値（S-U）を誘導できるものの，複数の緑地による存在価

値（M-E）や利用価値（M-U）の発揮について誘導を実現で

きていないのに対し，評価認証制度はそれらの実現を動機

づける項目を有しているということ，すなわち緑化条例に

代わって複数緑地による存在価値（M-E）や利用価値（M-E）

を誘導する可能性があることを導き出すことができた。そ

こから，認証と条例の相補関係は，SMEU-Matrixをもとに複

数のパターンが見いだせることも明らかになった。 

7つの規定から構成されるという緑化条例の仕組みには，

その運用次第で自治体の課題認識を表現し，かつ誘導する

ための可能性が備わっている，そして緑化条例は今後到来

する都市の縮小時代において新たな制度設計や改正が必要

になり，その際にはその7つの規定の内容と精度を改変する

のと同時に，8つめの規定の付加の検討を議論すべきという

のが植田ら7）8）の主張するところである。本研究で確認さ

れた評価認証制度と緑化条例等との相補関係はその議論

の中のテーマの一つとなることが可能と考えられる。古澤ら
2）の示す通り，評価認証制度がもたらすESG投資と緑地の確

保の関係性に対する継続した研究が必要であることは言う

までもないが，都市緑地の一層の価値発揮において民間緑

地に関するこの相補関係は極めて重要であり，今後の更な

る研究と相互の実践的取り組みが期待される。 

 

補注 

１） 本研究で用いた事例の申請時期から現在までに時間経過

しているため，2020年1月時点のそれぞれの評価認証項目

を入手して，申請時と比較を行った結果を以下に示す。 

SEGESにおいては，言葉遣いの変更以外には，第4原則第

２基準の緑地整備計画の作成において，「緑地保全を実行

計画に落とし込んだものを作成している」が「敷地内外の

潜在的価値を保全するための作業計画を作成している」に，

第6原則第1基準のステークホルダーとのコミュニケーシ

ョンの実施において，「コミュニケーションを行っている」

が「連絡窓口が十分に公開されている」に，第7原則第2

基準の水循環機能において，雨水浸透や雨水流出抑制に関

し地下浸透面積率の具体量や雨水流出抑制量が法的基準

を上回るかの確認に，第8原則第1基準の景観形成機能に

おいて，長期的ビジョンでの景観形成の項目が削除に，第

9原則第2基準のレクリエーション機能において，レクリ

エーションを目的とした施設が対象とするステークホル

ダーの確認が追加に，それぞれ変更されていた。ABINCで

は，第二章の指標生物のモニタリングの活用において，モ

ニタリングの実施の有無を確認する項目が追加されてい

た。いずれも本論文の論旨と齟齬をきたす内容ではないこ

とが確認できている。 
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